
収入事務委託告示及び公表について 
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、

次のとおり使用料の収入事務を委託したので、同条第２項及び児玉郡市広域市町

村圏組合会計規則第２６条の２の規定により、告示及び公表をする。 
 

Ⅰ 斎場収入事務委託内容 
１ 委託年月日   令和５年４月１日 

 
 ２ 収入事務受託者  所在地 埼玉県本庄市小島南三丁目１１番１５号 
            名 称 株 式 会 社  サニタリーセンター 
            代表者 代表取締役  木 村 文 男 
 
 ３ 委託事務の内容 児玉郡市広域市町村圏組合立斎場の設置及び管理に関す 

る条例第９条に規定する使用料の収納事務 
 
 ４ 委託期間    令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 


